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KJKだより

市町が実施する浄化槽設置整備補助金の交付に
「浄化槽設置者講習会」の受講が要件化されます。

令和₂年度より、市町の合併処理浄化槽の補助金交付要件に「浄化槽設置者講習会」の受講が
追加されることになりました。設置届出書を提出し、市町の補助金申請をされる方は「浄化槽設
置者講習会」の受講が必要になります。講習会終了時に受講修了証を交付いたしますので、その
写しを工事完了後の実績報告の際に添付・提出していただきます。講習会は₅月から翌年₂月ま
での間に、当協会や県保健福祉事務所を中心に、県内で117回の開催を予定しております。浄化
槽の適正な維持管理等についてご理解いただく学習機会として、「浄化槽設置者講習会」を受講
し、生活環境の保全と公衆衛生の向上にご協力下さい。

₅月～₇月までの浄化槽設置者講習会の開催予定は以下のとおり（₈月以降も開催します）

地区 開　催　場　所 開催時間
開催月日

5月 6月 7月

東
讃

① 東讃保健福祉事務所 ２階第１会議室 14:00~15:00

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響
に
よ
り
５
月
、
６
月
の

浄
化
槽
設
置
者
講
習
会
は
中
止
と
な
り
ま
し
た
。

17(金）

② 香川県浄化槽協会 ２階大会議室

14:00~15:00 9(木）
29(水）

19:00~20:00 15(水)

10:30~11:30 19(日）

③ 東かがわ市交流プラザ １階第１・２市民会議室 14:00~15:00 6(月）
④ 三木町文化交流プラザ ２階会議室３ 14:00~15:00

中
讃

⑤ 中讃保健福祉事務所 ３階研修室 14:00~15:00 3(金）
21(火）

⑥ 坂出市勤労福祉センター ２階研修室 10:30~11:30
⑦ 善通寺市役所 ３階大会議室 14:00~15:00
⑧ 綾川町綾南農村環境改善センター １階研修室 14:00~15:00 27(月）
⑨ 満濃農村環境改善センター ２階農事研修室 14:00~15:00

西
讃

⑩ 西讃保健福祉事務所 地下１階中会議室 14:00~15:00 14(火）
⑪ 三豊市文化会館マリンウェーブ ２階会議室１ 14:00~15:00
⑫ みとよ未来創造館 ２階会議室A・B 14:00~15:00 30(木）
⑬ 大野原いきいきセンター １階会議室１・２ 14:00~15:00

小
豆

⑭ 小豆総合事務所 南館１階会議室 10:30~11:30
⑮ 小豆島町農村環境改善センター １階視聴覚室 14:00~15:00

◎講習会はどの会場で受講されても構いません。
◎ お申し込みは、下記の連絡先までハガキ、メール、Faxにて受付けますので、開催日の１週間前までにご連絡
ください。

◎浄化槽設置届出者本人が欠席し、代理の人（同居人に限る）が受講する際は、委任状が必要となります。
　※委任状については、ホームページにて取得できます。
◎ 県内市町の浄化槽設置整備事業補助金を利用される人は、必ず受講してください（補助金の提出書類に本講習
会の「修了証の写し」が必要となります）。

◎本講習会後、次年度以降に実施される浄化槽法第11条検査申込書をご記入し、提出いただきます。
◎天災等により、開催が中止となった場合は、ホームページにて掲載しますので、別日に受講ください。

浄化槽設置者講習会は、香川県、高松市並びに善通寺市より委託され、公益社団法人香川県浄化槽協会が実
施しています。



₁月₆日 仕事始め
₁月₉日 不適正浄化槽立入指導（高松市都市整備局）
₁月15日 2019年度第₅回理事会
 会長・副会長会
 全浄連保守点検清掃部会（テレビ会議）
₁月16日 浄化槽教室（観音寺市）
₁月22日 不適正浄化槽立入指導（香川県西讃保健福祉事務所）
₁月24日 不適正浄化槽立入指導（香川県中讃保健福祉事務所）
₁月30日 不適正浄化槽立入指導（香川県東讃保健福祉事務所）
₂月₂日 浄化槽教室（高松市）
₂月₃日 浄化槽トップセミナー徳島
₂月12日 浄化槽教室（東かがわ市）
₂月13日 会長・副会長会
 2019年度第₁回四部会正副部会長会

₂月13日 2019年度第₂回機能保証制度審査委員会
₂月15日 浄化槽教室（三豊市）
₂月19日 不適正浄化槽立入指導（香川県中讃保健福祉事務所）
₂月25日 不適正浄化槽立入指導（香川県東讃保健福祉事務所）
₂月26日 不適正浄化槽立入指導（高松市都市整備局）
₃月₄日 全浄連正副会長会（テレビ会議）
₃月11日 建産連役員会
₃月18日 消防訓練（総合訓練）
₃月19日 全浄連理事会
 不適正浄化槽立入指導（香川県西讃保健福祉事務所）
₃月24日 不適正浄化槽立入指導（香川県中讃保健福祉事務所）
₃月26日 不適正浄化槽立入指導（香川県中讃保健福祉事務所）
₃月30日　機関紙編集委員会

協会のうごき 1月〜3月
よみがえる

講習地 講　習　期　間

宮城県 令和₂年₆月29日(月) ～ ₇月11日(土)

東京都

令和₂年₅月25日(月) ～ ₆月₆日(土) ※
令和₂年₇月₆日(月) ～ ₇月18日(土) ※
令和₂年₉月28日(月) ～ 10月10日(土)
令和₂年12月₇日(月) ～ 12月19日(土) ※
令和₃年₂月₁日(月) ～ ₂月13日(土) ※
令和₃年₃月₁日(月) ～ ₃月13日(土) ※

愛知県 令和₂年11月₉日(月) ～ 11月21日(土)

大阪府
令和₂年₈月31日(月) ～ ₉月12日(土)
令和₂年11月30日(月) ～ 12月12日(土)

徳島県 令和₂年₆月₇日(日) ～ ₆月19日(金)

福岡県
令和₂年₆月22日(月) ～ ₇月₄日(土)
令和₂年₈月31日(月) ～ ₉月12日(土)
令和₃年₃月₁日(月) ～ ₃月13日(土)
注）※印は、公益財団法人日本環境整備教育センターが受付

試 験 日　令和₂年₇月₅日(日)
試 験 地　宮城県、東京都、愛知県、大阪府、福岡県
受験資格　次の①、②、③のいずれかに該当する者

令和₂年度「浄化槽設備士試験」実施予定

①学歴と必要な実務経験年数

学　　歴
実務経験年数

指定学科 指定学科以外
学校教育法による
・大学卒業者
・専門学校卒業者で「高度専門士」と称する者

卒業後　
1年以上

卒業後　
1年6ヶ月以上

学校教育法による
・短期大学卒業者
・高等専門学校（5年制）卒業者
・専門職大学前期課程修了者
・専門学校卒業者で「専門士」と称する者

卒業後　
2年以上

卒業後　
3年以上

学校教育法による
・高等学校卒業者
・専門学校卒業者（「高度専門士」、「専門士」以外）

卒業後　
3年以上

卒業後　
4年6ヶ月以上

その他の者（学歴問わず） 8年以上

注） 「指定学科」とは、省令で定めている学科で、土木工学、都市工学、衛生工学、電
気工学、機械工学又は建築学に関する学科をいいます。なお、申請時に受験資格に
直接関係のある最終学歴の卒業証明書を提出していただきます。

注） 「実務経験」とは、「浄化槽設置工事又はその構造若しくは規模の変更工事」におけ
る現場での経験をいい、浄化槽の販売、設計、保守点検、清掃並びに指導、教育、
研究などの業務は入りません。」

② 建築業法による1級又は2級の管工事施工管理技術検
定に合格した者

③ 職業能力開発促進法（旧職業訓練法）による技能検定
のうち、検定職種を1級又は2級配管（建築配管作業）
とするものに合格した者（同法による「空気調和設備
配管」、「給排水衛生設備配管」または「配管工」を含む。）
ただし、平成16年度以降に2級配管（建築配管作業）
に合格した者にあっては、同種目に関し4年以上の実
務経験を有する者

令和₂年度「浄化槽管理士講習」実施予定

令和₂年度「浄化槽設備士講習」実施予定

講習地 講　習　期　間

北海道 令和₃年１月25日(月) ～ １月29日(金) 

東京都
令和₂年₉月14日(月) ～ ₉月18日(金) ※
令和₂年11月₉日(月) ～ 11月13日(金) ※

大阪府 令和₂年₇月27日(月) ～ ₇月31日(金) 
福岡県 令和₂年11月30日(月) ～ 12月₄日(金) 

注）※印は、公益財団法人日本環境整備教育センターが受付

※ ４月７日(火)新型コロナウイルスの感染拡大を受け、改正新型インフルエンザ当対策特別措置法に基づく「緊急事
態宣言」（対象地域は東京都、大阪府等７都府県、期間は５月６日(水)まで）が発令されました。 

　 ５月６日(水)以降に予定する講習会の開催については、実施する方向で準備を整えているところですが、緊急事態
宣言を踏まえ、感染症の状況によっては延期や中止の可能性がありますので、その際は改めて公益財団法人日本環
境整備教育センターのホームページで公表する予定です。予めご了承ください。



第10回定時総会のご案内
協会の令和₂年度定時総会を次のように

予定しております。
後日、案内をお送りいたしますので、多

くの会員の方々にご出席をお願い致します。
日　時：令和₂年₅月27日（水）
場　所：高松国際ホテル

（高松市木太町2191-1）

代表メールアドレス変更のご案内
この度、弊協会の代表メールアドレスが変更になりまし

た。つきましては、大変お手数をおかけいたしますが、アド
レス帳等を変更いただきます様お願いいたします。
新：kjk@kagawajk.jp ← 旧：kjc@shirt.ocn.ne.jp
⑴移行期間（2020年₄月₁日〜₉月30日）

・新旧アドレスとも利用可能
⑵完全移行（2020年10月₁日〜）・新アドレスのみ利用可能

現
在
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

が
世
界
中
で
蔓
延
し
て
い
ま
す
。

日
本
で
も
多
く
の
感
染
が
確
認
さ

れ
、
東
京
五
輪
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ

ク
も
延
期
と
な
る
な
ど
、
イ
ベ
ン

ト
の
中
止
や
延
期
も
拡
大
し
て
い

ま
す
。
ま
た
東
京
で
は
、
小
池
知

事
が
外
出
自
粛
を
呼
び
掛
け
て
お

り
、
カ
ラ
オ
ケ
や
酒
場
に
行
く
こ

と
も
難
し
く
な
っ
て
い
ま
す
。
こ

の
よ
う
な
形
で
自
粛
ム
ー
ド
と

な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
私
も
週
末

は
飲
み
に
行
か
ず
、
自
宅
で
家
事

や
読
書
に
励
も
う
と
思
い
ま
す
。

現
在
の
感
染
者
数
を
見
る
と
、

都
心
な
ど
人
口
が
多
い
地
域
に
集

中
し
て
い
る
様
に
感
じ
ら
れ
ま

す
。
香
川
県
内
で
は
、
今
現
在
そ

れ
ほ
ど
感
染
は
確
認
さ
れ
て
い
ま

せ
ん
が
、
香
川
県
も
人
口
密
度
で

は
、
全
国
上
位
で
す
の
で
、
十
分

に
気
を
付
け
る
必
要
が
あ
り
そ
う

で
す
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
と
の
闘

い
は
長
期
戦
が
想
定
さ
れ
ま
す
の

で
、
我
々
も
自
覚
を
持
っ
て
行
動

し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
ま
た
、
一

日
も
早
く
収
束
す
る
こ
と
を
お
祈

り
致
し
ま
す
。
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小
畠　

真
治

編

集

後

記

宇
山
　
由
美
子

山
地
事
務
局
長
の
後
任
と
し
て
、

１
月
15
日
よ
り
協
会
の
事
務
局
長
を

拝
命
い
た
し
ま
し
た
。

懸
命
に
こ
の
重
責
を
果
た
し
て
参

る
所
存
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
山
地

前
局
長
と
同
様
に
ご
指
導
ご
鞭
撻
を

よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

事
務
局
よ
り

◦
新
事
務
局
長
◦
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●機関紙編集委員●

○三好光信	 ㈱ハウステック高松営業所
小畠真治	 ㈱フソウ四国本店
吉田　歩	 シコク環境ビジネス㈱
堀家真大	 ㈲森清掃社

○印は、委員長です

検 査 員 研 修 会 を 実 施
令和₂年₁月31日(金)協会₂Ｆ大会議室にて、株式会社鶴

見製作所を講師に招き、検査員研修会を行った。水中ポンプの
基礎知識と管理についてスライドを使いながら詳しく説明して
いただいた。たくさんの質問が飛び交う大変有意義な研修会と
なった。

この研修会は、当協会の検査業務管理要綱における研修計画
の一環として行ったものである。

令
和
₂
年
₃
月
18
日（
水
）16
時
30

分
か
ら
、
当
協
会
に
お
い
て
自
衛
消

防
訓
練（
総
合
訓
練
）を
行
な
っ
た
。

実
施
内
容
は
、
₂
階
給
湯
室
コ
ン

ロ
よ
り
煙
が
出
て
い
る
と
い
う
想
定

で
行
い
、
火
災
発
生
時
の
対
応
に
つ

い
て
、「
通
報
連
絡
担
当
班
」「
初
期

消
火
担
当
班
」「
避
難
誘
導
担
当
班
」

「
安
全
防
護
担
当
班
」「
応
急
救
護
担

当
班
」
を
そ
れ
ぞ
れ
決
め
、
消
火
活

動
、
消
防
機
関
へ
の
通
報
、
避
難
誘

導
、
負
傷
者
の
救
護
を
行
う
な
ど
、

火
災
時
に
各
自
が
担
当
す
る
任
務
や

他
班
と
の
連
携
を
確
認
し
た
。
そ
の

後
、
消
火
器
の
操
作
方
法
に
つ
い
て

説
明
を
受
け
、
実
際
に
水
消
火
器
を

使
い
消
火
訓
練
を
行
っ
た
。

消
防
訓
練
を
実
施


